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地域において良質かつ適切な医療を効率的に提供するため、病院等に
係る業務の連携を推進するための方針（医療連携推進方針）を定め、医
療連携推進業務を行う一般社団法人を都道府県知事が認定する制度（平
成29年４月から制度開始）
［参考］
令和７年10月１日現在、58法人が認定

（東北は本県３法人、青森県２法人、山形県２法人、福島県２法人）

趣 旨

①医師等の共同研修 ②医薬品等の共同購入
③参加法人への資金の貸付 ④関連事業者への出資
⑤医療機関の開設 ⑥参加法人間の人事交流
⑦参加法人間の病床融通（別途、医療審議会の審議が必要）
※そのほか、参加法人の予算・事業計画等へ意見を述べることが可能

医 療 連 携
推 進 業 務
※実施可能なもの

①病診、診療所、介護老人保健施設、介護医療院のいずれかを運営する
法人等が複数参画していること

②医療連携推進業務を行うことを主たる目的とすること
③医療連携推進業務を行うに当たり、社員、理事、監事、職員等の関係
者に対し特別の利益を与えないものであること

主な認定基準

地域医療連携推進法人の制度概要

1



認定までの流れ
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一般社団法人能代山本ともに医療ネットワーク申 請 者

秋田県厚生農業協同組合連合会
独立行政法人地域医療機能推進機構
一般社団法人能代市山本郡医師会

社 団 の 構 成

代表理事 太田原 康成 氏（能代厚生医療センター 院長）
理 事 大塚 博徳 氏 （ＪＣＨＯ秋田病院 院長）
理 事 加藤 裕治郎 氏（能代山本郡医師会病院 院長）
監 事 佐々木 翔 氏 （能代厚生医療センター 経営企画課長）

役 員

［医療連携推進区域］
能代市、三種町、八峰町、藤里町

［連携業務の内容］
①３病院の連携のさらなる強化
（地域住民に最適な医療サービスを提供できるような病院間の連携を行う）

②職員の人材育成、人材交流
（職員研修を共同で実施し、人的資源の向上を図るととともに、安定的に医療
サービスを提供するために職員の相互間交流を図る）

③診療機能の集約化・分担、病床機能の再編・適正化
（救急・急性期医療機能の集約化を進め、更なる高度化を図るとともに、回復
期・慢性期医療機能の集約化も進め、療養環境の整備を図る）

医療連携方針

申請内容
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審査結果
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審査結果
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地域医療構想調整会議での主な意見
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審査結果
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審査結果

8



審査結果
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審査結果
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